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住友三井オートサービス株式会社 
2024 年 10月 4日 

 

サステナビリティボンドフレームワーク 
サステナブルファイナンス本部 

担当アナリスト：税所さやか 

 

格付投資情報センター（R&I）は、住友三井オートサービスのサステナビリティボンドフレームワーク（2024 年 10

月策定）が以下の原則・ガイドラインに適合していることを確認した。 

■資金使途（グリーン） 

事業区分 対象プロジェクト 

クリーン輸送 環境配慮型⾞両の普及促進事業 

■資金使途（ソーシャル） 

事業区分 対象プロジェクト 対象となる人々 

必要不可⽋なサービスへの

アクセス 
交通事故削減サポート事業 

交通事故に遭い易い⾼齢者や⼦供を含む⼀般

の人々 

 

１．資金調達者の概要 

 SMAS は自動車リース大手で、業界トップの管理保有台数を有し強固な営業基盤を持つ。住友商事、三井

住友フィナンシャルグループ（SMFG）、三井住友ファイナンス&リース（SMFL）の持分法適用関連会社で、住

友商事および SMFG による戦略的共同事業のうち自動車リースを担う。海外ではタイ、オーストラリア、インド、

インドネシアに拠点を持つ。子会社を通じて個人分野を開拓しており、同分野の利益は拡大している。 

 SMAS は、経営理念における目指すべき企業像として「お客さまから支持される新たな価値を提供し続け、ク

ルマ社会の発展と地球環境の向上に貢献」することを掲げ、サステナブルな社会を目指している。実現にあ

たってはマテリアリティを定め、事業活動による社会課題の解決と事業外活動による社会への貢献にステー

クホルダーとともに取り組んでいく考えである。2023年にカーボンニュートラルを宣言した。 

 

グリーンボンド原則（2021、ICMA） グリーンボンドガイドライン（2022、環境省） 

ソーシャルボンド原則（2023、ICMA） ソーシャルボンドガイドライン（2021、金融庁） 

サステナビリティボンド・ガイドライン（2021、ICMA）  
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２. 調達資金の使途 

調達資金の使途として示された対象プロジェクトは明確な環境改善効果・社会的効果をもたらす。調達資金の

使途は適切である。 

(1) グリーンプロジェクトの環境改善効果 

環境配慮型⾞両の普及促進事業 

事業区分： クリーン輸送 

貢献する SDGs：  9: 産業と技術革新の基盤をつくろう 

        11: 住み続けられるまちづくりを 

        13: 気候変動に具体的な対策を    

 

＜グリーン適格基準＞ 

英非営利団体 Climate Bonds Initiative（CBI）がグリーンボンドの適格基準として定める、EU（欧州委員会）が

「EU タクソノミー」にて提示する乗車 1人 1km当たり走行による CO2排出量が 50g CO2 per p-km （2020-

2025年）を下回るハイブリッド自動車（HV）、電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）を適格資産とする。 

 

＜参考 1：CBI によるグリーンボンドの適格基準＞ 

[出所： CBI ” Land Transport Criteria Version 2.2” 2023年４月改定版]      

 

・ 適格車両は CBIの「Land Transport Criteria Version 2.21」に定められた基準値を満たす。HVであっても基

準値を満たさない車両は充当対象にはならない。適格基準は合理的で、高い環境改善効果をもたらすと評

価できる。なお SMASは各車両の 1人 1km当たり CO2排出量の推計に国土交通省公表の「自動車燃費一

覧」「自動車の燃費性能に関する公表」及び各メーカーがウェブサイトにて公表する燃費データ等を用いて合

理性を確保している。 

・ HVに関しては CO2排出量が抑制されるとはいえ、ガソリンを燃焼する機構を持つという論点がある。2018年

8 月にまとめられた「自動車新時代戦略会議中間整理」では「2050 年までに世界で供給する日本車につい

て世界最高水準の環境性能を実現する」としたうえで、2030 年までに「乗用車の新車販売に占める次世代

自動車の割合を 5～7 割とすることを目指す」とされ、販売台数構成比の目標は 2030 年に HV が 30％～

40％、PHV と EV が 20％～30％となっている。現状で構成比が最も高いエンジン搭載車（HV を含む）の燃

費を改善しなければ、パリ協定が目標にする CO2 排出総量の抑制は難しいという状況を反映した政策といえ

る。電源構成や電池の製造・廃棄などといった要素まで勘案した車両のライフサイクル全体での CO2 排出量

 
1 “The Land Transport Sector Eligibility Criteria of the Climate Bonds Standard & Certification Scheme Updated April 2023” 
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を見た場合には、HV、EV、FCV の比較に関して議論すべき点が残っている。日本国内での走行を前提とす

れば、信号機が多く停車と発進を頻繁に繰り返すことが想定され、低速走行時に電力を利用する HV の普及

は CO2排出総量の抑制に寄与すると考えられる。 

・ SMAS はカーボンニュートラルへ向けた取り組みとして顧客への EV 導入を積極的に支援・提案している。顧

客が EV を導入する際の導入計画や使用目的に応じた車種選定に関するサービスのほか、充電環境、充電

サービス手配、アフターサービス、および再エネ設備、エネルギーマネジメントなど導入後のフォローにも努め

ている。また車両最適化サービスでは顧客毎に稼働率を分析し、稼働率の低い車両を減らし削減できたコス

トを原資にすることで EV 導入を勧めている。さらに、自治体に対してリユース EV を活用した運用実証実験を

実施することで国内における中古車の２次ユースや３次ユースの可能性を模索するなど、リユース市場の開

拓にも取り組んでいる。リース事業における仕入れ車両は顧客が選択するものであることから SMAS が特定の

カテゴリー・車種の削減方針を打ち出すことはないが、各種施策を通じて顧客に対して EVの導入を積極的に

促していくことで長期的に EV車の割合が増加することを目指している。 

・ 適格車両がリース事業を通じて提供されれば、車両の環境性能のほかに環境改善効果が期待できる。

SMAS はテレマティクス2を活用した運行管理・交通事故削減サポートや安全運転のための講習会などを推

進している。安全で効率的な車両運行は環境面においても CO2 排出量の抑制に貢献できるものと考えられ

る。車両のメンテナンスにおいては、低燃費タイヤの利用、適正時期の点検実施などにより、車両の環境性

能の発揮に寄与する取り組みを行っている。 

 

 

(2) ソーシャルプロジェクトの社会的効果 

交通事故削減サポート事業 

事業区分： 必要不可欠なサービスへのアクセス 

対象となる人々： 交通事故に遭い易い⾼齢者や⼦供を含む⼀般の人々 

 

貢献する SDGs：  3: すべての人に健康と福祉を 

        11: 住み続けられるまちづくりを 

   

 

 

・ 対象事業は自動車リース大手である SMAS が重要な使命と考えている交通事故削減サポートに係る事業で

ある。SMASはソーシャル適格基準を満たす車載器の普及に努め、サステナビリティボンドにより調達した資金

は顧客にリースする車載器の新規購入資金に充当される。 

 

 
2 テレコミュニケーション（Telecommunication=通信）とインフォマティクス（Informatics=情報工学）から作られた造語で、移動体に携

帯電話などの移動体通信システムを利用してサービスを提供することの総称。（SMASホームページより引用） 
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＜ソーシャル適格基準＞ 

高度な交通事故削減サポートなどを実現するために、株式会社デンソー、株式会社スマートドライブ等と共同

開発したモビリティサービス「SMAS-Smart Connect」のデバイスである車載器を適格資産とする（参考 2にお

ける「2024年 10月現在における車載器の種類」を参照のこと）。なお、将来、デンソー、スマートドライブ以外

が「SMAS-Smart Connect」の共同開発に加わり、「SMAS-Smart Connect」の新たなデバイスとして、当該社

の車載器を適格資産に加える場合、既存のソーシャル適格基準を満たす車載器が有する安全運転推進に

係る主な機能と同等の機能を有する車載器とする。 

 

＜参考 2：2024年 10月現在における車載器の種類＞ 

車載器の種類 安全運転推進に係る主な機能 

Advance / Advance Lite 
動画配信、バック診断、ドライバーカルテ、危険運転評価、ランキングレ

ポート、音声ガイダンス、危険運転通知 

Basic 
ドライバーカルテ、危険運転評価、ランキングレポート、音声ガイダンス、

危険運転通知 

SmartDrive Fleet ドライバーカルテ、危険運転通知、安全運転スコアリング（G-force） 

SmartDrive Driverecorder 
動画配信、ドライバーカルテ、危険運転通知、安全運転スコアリング

（G-force） 

SmartDrive AI 動画配信、ドライバーカルテ、危険運転通知、音声ガイダンス 

 

各機能 機能概要 

動画配信 
車両に急ブレーキなどの衝撃が加わった際の映像を記録しメールで配

信。 

バック診断 
バック時の車の動きを分析し評価。全事故件数の約 4 割を占める駐車

場事故の抑制に貢献。 

ドライバーカルテ・危険運転評

価 

ドライバーの走行データを分析しレポートを生成。急挙動回数や動画、

改善ポイントが確認でき、継続的な運転指導に活用可能。 

ランキングレポート 
危険挙動の多いドライバーをランキング形式で表示。事故発生リスクが

高いドライバーの特定が容易。 

音声ガイダンス・危険運転通知 
危険運転を検知しその場で音声による注意喚起を実施するとともに管

理者へメールで通知。安全運転意識の継続をサポート。 

安全運転スコア リング （ G-

force） 
車両にかかる Gの向きと大きさを図で表し、運転の癖を可視化。 

 

・ SMAS は交通事故のない安心・安全な社会の実現に向けて、顧客の交通事故削減を支援することを重要な

使命と考えている。1998 年より顧客に対して安全運転の啓発と交通事故削減に向けて支援する専門部署と

して現在の RMS（リスクマネジメントソリューション）部を営業部門内に配置し、顧客企業の交通事故ゼロを目

指して多様なサービスを提供してきた。2012 年より ISO39001（道路交通安全マネジメントシステム）の認証

を取得し、当該認証が重視する「PDCA サイクル」を回して、顧客が事故削減を実現できるよう様々なサービ

スを提供している。 

・ SMAS は顧客の事故削減をサポートするための取り組みとして、「事故発生状況分析などから事故防止策を

提案する交通事故削減コンサルティング」、「ドライバーの特性を客観的に診断する運転適性診断」、「提携

自動車学校のネットワークを活用した実車研修『ADST (Advanced Driving Skill & Technique)トレーニング』」

等を提供している。 
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・ 国内における交通事故は年々減少傾向にあるものの、国土交通省によると 2022年は 300,839件発生して

おり、死亡者は 2,610 人にのぼる。政府は交通安全対策基本法（昭和 45 年法律第 110 号）に基づき、交

通の安全に関する総合的かつ長期的な施策等の大綱を定めており、現状、令和 3 年度～令和 7 年度に渡

る第 11次交通安全基本計画を推進している。 

・ 同基本計画にこれからの5年間（計画期間）において特に注視すべき点として4つの事項が提示されており、

その項目の中に、「人手不足への対応」として自動化・省力化等の進展もみられる中で、安全が損なわれるこ

とのないよう、人材の質を確保し、安全教育を徹底する等の取組が必要とされている。また、横断的に重要な

事項として 6 つの要素を指摘している中に「先端技術の積極的活用」があり、あらゆる知見を動員して、交通

安全の確保に資する先端技術や情報の普及活用を促進。将来的には、ICT を積極的に活用し、高齢者を始

めとする人々の行動の変容を促していく――とされている。 

・ SMAS の車載用のデバイスを使った交通安全への取り組みは、事業者および運転者の安全運転に資する取

り組みとして評価できるとともに、国の交通安全政策とも合致しており、ポジティブな社会的成果が見込めると

判断した。SBP2023 に例示される事業区分は「必要不可欠なサービスへのアクセス」に該当する。対象とす

る人々は交通事故に遭い易い⾼齢者や⼦供を含む⼀般の人々である。 

・ 本対象事業の環境面・社会面のネガティブな影響としては、調達資金はガソリン車等、グリーン適格基準を

満たさない車両に装着する車載器の購入資金としても充当されることである。グリーン適格基準を満たさない

車両に車載器を装着した場合は、適格車両よりも多い CO2 排出が見込まれる。SMAS は車載器のリース契

約に付随したテレマティクスサービスの提供を通じて、車両の運行管理や交通事故削減のサポートを提供す

る。これらのサポートはエコドライブ推進にもつながり、CO2 排出量削減に一定程度の効果があるものと考えら

れる。 

 

 

３. プロジェクトの評価及び選定のプロセス 

環境・社会面の目標、規準、プロジェクトの評価・選定のプロセス、環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関する

プロセスが示されている。プロセスは、環境・社会に配慮したプロジェクトを選定するように定められている。評価・選

定のプロセスは適切である。 

(1) 環境面での目標・社会的な目標 

 グリーンプロジェクトの環境面での目標は、「気候変動の緩和」である。グリーン適格基準を満たす車両の新規

購入を通じて CO2の削減に貢献することを目指す。 

 ソーシャルプロジェクトの社会面での目標は、「人・モノの移動に関する安心・安全な社会の実現」である。顧

客車両にソーシャル適格基準を満たす車載器を装着することを通じて顧客の安全運転を推進する。 

 

(2) 規準 

・ SMAS はグリーンプロジェクトについては、CBI が定める CO2 排出量の基準値を適格基準に採用した。電動車

の中でも国際的な基準に照らして環境改善効果が高い車両に資金を充当する。 

・ ソーシャルプロジェクトについてはクルマ社会とともに成長してきた SMAS が重要な使命と考える「顧客の交通
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事故削減を支援すること」に根差し、高度な交通事故削減サポートなどを実現するために他社と共同開発し

た車載器に資金を充当する。 

 

SMASのサステナビリティ基本方針・推進体制 

・ SMASは先進技術が急速に普及し自動車に対する価値観が大きく転換しつつある中、「私たちは、お客さまに

満足と感動を提供し続けることで、クルマ社会の発展と地球環境の向上に貢献します。」を経営理念の

「Vision（目指すべき企業像）」に掲げ、クルマそのものが地球環境に与える影響の抑制や交通事故のない安

心・安全な社会の実現を目指している。 

 

■経営理念 

Vision目指すべき企業像 
私たちは、お客さまに満足と感動を提供し続けることで、クルマ社会の発展と地球環境の向上に貢献します。 

Mission企業としての使命 
私たちは、お客さまの声とスピードを最重視し、お客さまから支持される新たな価値と進化するサービスを提
供し続けます。 

Value大切にする価値観 
私たちは、全役職員が情熱とプライドを持ち、夢を共有し、お客さまと喜びを分かちあう豊かな企業風土を醸
成します。 
 

 

 

 

 

■SMAS 6つのマテリアリティ 

[出所：SMAS Sustainability Report 2023] 
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・ 2020年 10月に政府が 2050年までに「カーボンニュートラル」の実現を表明し、政府・自治体、企業等で加

速度的に低炭素への取り組みが強まっている。こうした中で SMAS は 2021 年度より新しく設定したマテリアリ

ティに基づき、具体的なアクションプランや KPI（重要業績評価指標）を策定した。対象のグリーンプロジェクト

は「未来を生きる世代が安心できる地球環境の実現」という環境面のマテリアリティに対する SMAS の取り組

み課題「脱炭素・循環型社会へ向けた取り組み」、ソーシャルプロジェクトは「新たな価値提供によるモビリティ

社会の発展」という社会面のマテリアリティに対する SMAS の取り組み課題「人・モノの移動に関する安心・安

全な社会の実現」に該当する。 

・ 2024年度の事業計画「SMAS Evolution 2024 ∞」で目指す姿に「サステナブルな社会に向けたモビリティプ

ラットフォーマー」を掲げ、サステナビリティ経営の実践に取り組んでいる。今般のグリーンプロジェクトならびに

ソーシャルプロジェクトは、この方針に基づくものである。 

・ 世界が直面する最も深刻な問題の一つである気候変動への対応として脱炭素への取り組みが喫緊の課題と

なっていることから、EV を導入する動きが加速するものと考えられる。このような中、SMAS は EV＆カーボン

ニュートラル戦略推進部が営業部店と連携し顧客へ EV導入を積極的に支援・提案している。 

・ SMAS は安心・安全な社会の実現に向け、安全装置付き車両などの導入を積極的に促進することに加え、

SMAS が長きにわたり培ってきた事故削減へ向けたプログラムを深化させ、新たなソリューションを提供してい

く方針である。この方針は SMAS が 2012 年に設定した交通道路安全に対する基本理念、基本方針からな

る RTS (Road Traffic Safety）方針に基づき、継続的に実施してきた道路交通安全活動とも整合している。そ

の流れの中で、サステナビリティボンドで調達する資金を顧客車両向けにリースする車載器の購入に充てるこ

とを計画した。 

 

＜サステナビリティ推進体制＞ 

・ SMAS はサステナビリティ推進部担当役員を委員長とし、人事部、総務部、財務部、法務部、サービス・車両

企画部、モビリティ企画部、営業戦略本部、国内事業部、海外事業部の 9 部署の部長以上の役職者を委

員とする「サステナビリティ推進委員会」を組成し、全社横断かつ現場レベルで「サステナブル経営の実現」に

向けた取り組みを検討・審議し、経営会議へ報告する体制を有している。気候変動などのサステナビリティ経

営全般における重要事項は経営会議で審議され、取締役会に報告される。 

 

(3) プロジェクトの評価・選定のプロセス 

・ SMAS 財務部は営業企画部、サステナビリティを推進するサステナビリティ推進部及び RTS 活動を推進する

RMS 部・総務部と協議して、中長期目標及び交通事故削減の取り組みに資するものとして適格基準を策定

した。 

・ 適格車両の選定については、財務部は SMAS及び子会社の営業各部が購入する車両の中からクリーン適格

基準を満たす車両を選定する。CBIの基準値は 2020年から 2025年に適用される値（50g CO2 per p-km）

を採用する。1 人 1km 当たり CO2 排出量は国土交通省公表の「自動車燃費一覧」「自動車の燃費性能に

関する公表」及び各メーカーがホームページにて公表する燃費データ等を用いて算出する。 

・ 車載器の選定については、財務部は営業部が購入する車載器の中からソーシャル適格基準を満たす車載

器を選定する。 
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(4) 環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関するプロセス 

・ 対象事業の環境面・社会面のネガティブな影響として、適格車両の普及によるリース満了後の廃棄車両の

発生などが想定される。車両のメンテナンスにおいて、再生部品を利用することや適正時期の点検実施によ

る車両故障の削減などを通して省資源化に取り組んでいる。リース満了車両についてはリサイクル促進に取り

組んでいる。廃棄処分を要する車両については、自動車リサイクル法及びフロン排出抑制法などの環境関連

法規の遵守を徹底したうえで、廃棄委託業者の認可状況の確認や適法かつ適正に処理が行われているか

の管理を徹底している。 

 

４. 調達資金の管理 

調達資金をグリーン/ソーシャルプロジェクトに充当するための追跡管理の方法、未充当資金の運用方法が示さ

れている。調達資金の管理は適切である。 

 調達資金は財務部が管理する。財務部と子会社支払担当部は月次で社内データシステムから適格資産

（適格車両及び車載器）の購入実績データを抽出したうえで、社内ファイルシステムを用いて月間の支払予

定額もしくは前月支払額を確認し、調達資金をその支払いに充当する。調達した資金の全額が適格資産の

購入費用に充当されるまで、このプロセスを繰り返し、未充当資金は現金または現金同等物で管理する。財

務担当役員は年 1 度、適格資産への充当済金額と未充当金額の合計が、調達金額と一致することを確認

する。 

 調達資金は調達後 1年を目途に充当完了する予定である。 

 

５. レポーティング 

開示（報告）のタイミング、方法、開示（報告）事項が示されている。グリーンプロジェクトの環境改善効果に係る

指標・ソーシャルプロジェクトの社会的効果に係る指標は、環境面での目標・社会的な目標に整合している。レポ

ーティングは適切である。 

(1) 開示の概要 

・ レポーティングの概要は以下の通り。 

 開示事項 開示タイミング 開示方法 

資
金
充
当
状
況 

 
① サステナビリティボンド残高 
② 充当済金額 
③ 未充当資金の額 
④ 主な購入済車種及び車載器 
 

 
調達資金の充当が完了
するまで年に 1度 

 
SMASのウェブサイト 

環
境
改
善
効
果
・

社
会
的
成
果 

 
「(2) 環境・社会的効果に係る指標」を参
照。 

 
サステナビリティボンドが
全額償還されるまで年に
1度 

 
SMASのウェブサイト 
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・ SMAS は調達資金の充当計画に大きな変更が生じた場合や、充当後に充当状況に大きな変化が生じた場

合、その旨を SMASのウェブサイトに開示する。 

 

(2) 環境・社会的効果に係る指標 

・ グリーンプロジェクトの環境改善効果、ソーシャルプロジェクトの社会的効果の開示に関しては以下の内容を予

定しており、環境面での目標・社会的な目標に整合している。 

■グリーン 

対象プロジェクト レポーティング項目 

環境配慮型車両の 
普及促進事業 

購入済適格車両と比較対象車両の 1km当たり CO2 排出量を元に算出する CO2

排出抑制量の推計値 

■ソーシャル 

対象プロジェクト 

レポーティング項目 

アウトプット アウトカム インパクト 

交通事故削減 

サポート事業 

安全運転支援車載器の装着台数 

①各年度の安全運転支援車載器の装
着台数 

②上記①のうち、適格車載器の装着台
数 

③サステナビリティボンド発行日以降、
次回レポーティング直前月末までの
装着実績（支払日ベース）、又は前
回レポーティング日が属する月の月
初以降、次回レポーティング直前月
末までの装着実績（支払日ベース） 

（いずれの場合も適格車載器のみの装
着実績） 

RMS（リスクマネージメ
ントソリューション）の
活動実績 

①RMS提供者数 

②上記①のうち、安全
運転講習受講者数 

③上記①のうち、実車
研修（ADST）受講
者数 

国内外の交通事故に
おける「死亡者及び重
傷者の撲滅」の実現
に貢献すること 

 

・ 環境改善効果については、購入済適格車両と比較対象車両の1km当たりCO2排出量を元に算出するCO2

排出抑制量の推計値を SMASのウェブサイトにて開示する。1km当たり CO2排出量は国土交通省が公表す

る「自動車燃費一覧」「自動車の燃費性能に関する公表」及び各メーカーがホームページにて公表する燃費

データに基づく。 

・ 社会的成果については、アウトプット指標として調達資金を充当した車載器の装着台数、アウトカム指標として

は SMAS の RMS の活動実績、アウトカムの実現によって目指す最終的な社会的な効果として「国内外の交

通事故における『死亡者及び重傷者の撲滅』の実現に貢献すること」という目標を SMASのウェブサイトにて開

示する。 

 

以 上 
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